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入 札 公 告  

 
高浜町公告第 ７７ 号 

 

 次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

  令和７年５月７日 

 
                      高浜町上下水道事業管理者 

                      高浜町長  野 瀬   豊 

                                                            

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）業 務 名  上下水道事業 管路等管理システム更新業務 

（２）履行場所  大飯郡高浜町 町内一円 地係 

（３）業務内容  システムの更新 N=一式 

（４）履行期間  令和８年３月１３日まで 

（５）入札方式  制限付き一般競争入札（事前審査） 

（６）総合評価落札方式の適用の有無  無 

（７）最低制限価格設定の有無  有 

 

２ 入札に関する事務を担当する機関の名称、所在地等 

  〒919-2382  

福井県大飯郡高浜町東三松第３４号３番地１（高浜町上水道センター内） 

    高浜町役場 上下水道課 

    電話番号 0770-72-3611 

  

３ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし、入札参加資格委員

会の議を経て、一般競争入札参加資格を有すると町長が決定した事業所であ

ること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないものであること。 

（２）「高浜町工事等契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止ま

たは指名除外を受けている期間中でないこと。併せて、過去１年以内に

他自治体から指名停止または指名除外の処分を受けていないこと。 

（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法に基づく再
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生手続きの開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）福井県内に主たる営業所又は契約できる営業所を有する者であること。 

（５）過去１０年間（平成２７年～令和６年）の間で、元請（共同企業体の場

合は代表者に限る）として上下水道施設の管路等管理システム導入及び

システム更新（保守点検含む）実績を１０件以上、有する者であること。 

   併せて、日本水道協会福井県支部・福井県下水道協会の支部内において、

上下水道施設のシステム導入及びシステム更新（保守点検含む）実績を

有する者であること。 

（６）以下のＩＳＯを取得していること 

① ９００１（品質マネジメントシステム） 

② １４００１（環境マネジメントシステム） 

③ ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム） 

④ ５５００１（組織の資産（アセット）） 

     認証範囲は、上水道・下水道・情報システムとする。 

（７）空間情報総括監理技術者を配置すること。 

（８）共同企業体（ＪⅤ）による入札参加を許可する。 

   共同企業体の編成については２社までとする。 

   共同企業体の場合、ＩＳＯ取得及びシステム導入実績、技術者の配置を 

合計し、一般競争入札参加資格の条件をクリアしてよい。 

４ 資格の確認に関する事項 

（１）入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、参加資格の確認を

受けなければならない。ただし、期限までに申請書を提出しない者又は確

認を受けられなかった者は、入札に参加できない。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１号） 

イ 業務実績報告書（様式２号）と契約書（表）の写し 

ウ 配置予定の業務従事者の資格（空間情報総括監理技術者）、経歴、 

経験等調書（様式３号） 

エ ＪＶの場合、業者間の覚書や協定書など証明できる書類（任意様式 可） 

（２）申請書の提出期間等 

  ア 提出期間 令和７年５月８日（木）から令和７年５月２１日（水）

（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）の午前９時から午

後４時まで 

  イ 提出場所 高浜町東三松第３４号３番地１ 

         高浜町上水道センター内 上下水道課 

  ウ 提出方法 郵送及び電送によることなく、直接受付場所に提出するも

のとする。 
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エ 提出部数 正１部、副１部 

（３）資格確認の結果の通知 

   入札参加資格があることが確認された場合又は入札参加資格が認められ

なかった場合には、事業所の代表者に、その旨それぞれ書面により通知す

る。 

（４）確認が受けられなかった者に対する理由の説明 

  ア 確認が受けられなかった者は、町に対してその理由について説明を求

めることができる。 

  イ アの説明を求める場合は、令和７年６月１３日（金）午後４時までに

書面を郵送、電送及び電話によることなく、直接受付場所に提出する

ものとする。 

  ウ イの書面の提出先は、申請書の受付場所と同じとする。 

  エ イの書面の提出があったときは、町は令和７年６月２４日（火）午後

４時までに説明を求めたものに対して書面により回答する。 

 

５ 入札説明書の交付等に関する事項 

（１）入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当

する課の名称及び所在地並びにこの入札に関する問い合わせ先 

   高浜町東三松第３４号３番地１ 

   高浜町上水道センター内 上下水道課 

（２）入札説明書交付期間 

  ア 交付期間  令和７年５月７日（木）から令和７年５月２１日（水） 

         （土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）の午前９時から午

後４時まで 

  イ 交付場所  申請書の受付場所と同じとする。 

  ウ 交付方法  ＣＤ－Ｒにて、電子データを受取る。その際、データ 

入力用ＣＤ－Ｒを提出すること。 

（３）設計図書の配布 

  ア 配布期間  令和７年５月７日（木）から令和７年５月２１日（水） 

                （土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）の午前９時から 

午後４時まで 

  イ 配布場所  申請書の受付場所と同じとする。 

  ウ 配布方法  ＣＤ－Ｒにて、電子データを受取る。その際、データ 

入力用ＣＤ－Ｒを提出すること。 

（４）設計図書等に対する質問及び回答 

  ア 設計図書等に関する質問がある場合には、質問事項を記載した書面を
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次により提出すること。 

（ア）提出期間 令和７年５月８日（木）から令和７年５月２１日（水）

(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)の午前９時から午後

４時まで 

  （イ）提出場所  申請書の受付場所と同じとする。 

  （ウ）提出方法  電送によることなく、郵送及び直接受付場所に提出す

るものとする。 

イ 町は、アの書面の提出があったときは、当該書面を提出したものに対

し、速やかに、書面により回答するものとする。なお、質問の内容に

ついては、次のとおり閲覧に供する。 

（ア）閲覧期間 書面により回答した日から令和７年５月２１日（水） 

（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）の午前９時から午後

４時まで 

  （イ）閲覧場所 申請書の受付場所と同じとする。 

 

６ 入札の日時及び場所並びに入札書の提出に関する事項 

（１）日  時  令和７年６月２５日（時間については、後日通知する。） 

（２）場  所  高浜町役場 会議室 

（３）提出方法  入札書は、郵送及び電送によることなく、入札の日時に入

札の場所へ直接提出するものとする。 

（４）そ の 他  入札書を提出する際には、４（３）による資格の確認の結

果に係る通知書の写しを提示すること。 

 

７ 入札方法等 

（１）落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１

００分の１０に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端

数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額（税込）の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（２）入札回数は原則１回とし、最大でも２回を限度とする。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

入札保証金は見積もった契約希望金額（税込）の１００分の１０以上、契

約保証金は契約金額の１００分の１０以上とし、高浜町財務規則（昭和３８

年高浜町規則第１０号）の規定により納付すること。 
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９ 入札の無効に関する事項 

入札に参加する者に必要な資格のない者、当該資格の有無に係る審査の申

請において虚偽の申請を行った者ならびに工事入札心得において示した条件

その他あらかじめ公告等において示した条件に違反した者のした入札は無効

とする。また、確認を受けた者であっても、申請書提出後入札までに指名停

止を受けた者および入札時点において、「３ 入札に参加する者に必要な資

格」のない者のした入札は無効とする。その他、高浜町財務規則第１１５条

の規定による。 

 

１０ 落札者の決定方法 

  この入札に係る業務は有効な入札を行ったものを落札者とする。ただし、

落札者となるべきものの入札価格により業務を履行することとした場合にお

いて、当該価格ではこの入札に係る業務の契約の内容に適合した業務が行わ

れないおそれがあると認められるとき、又はそのものと契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると

認められるときは、そのもの以外のもので入札したものを落札者とする。 

 

１１ 契約書作成の要否 

   否 

 

１２ 契約条件 

  入札に係る業務の契約は、高浜町財務規則による。 

 

１３ 配置予定技術者の確認 

  当該入札参加申請に当たっては、実際に配置を予定している技術者につい

て申請すること。 

 

１４ 支払条件 

  前払金額は、業務委託料の１００分の３０以内の額とする。 

 

１５ その他 

（１）入札参加者は、工事入札心得を遵守すること。 

（２）その他不明な点については、高浜町上下水道課（電話 0770－72－

3611）に照会すること。 


